
排出廃棄物等処理業務委託仕様書 

１ 目的 

  本仕様書は、甲府地区広域行政事務組合消防本部（以下、「当本部」という。）

の各庁舎で排出される廃棄物を、受託者に委託し適正に処理することを目的

として必要な事項を定めるものである。 

 

２ 委託期間 

  令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで（３年間） 

 

３ 実施場所 

番号 庁舎名称 所在地 

①  消防本部及び南消防署 甲府市伊勢３－８－２３ 

②  中央消防署 甲府市丸の内１－１－１９ 

③  西消防署 甲斐市竜王３３１４－１ 

④  田富出張所 中央市臼井阿原２７５－３ 

⑤  昭和出張所 中巨摩郡昭和町押越１０９２ 

⑥  東部出張所 甲府市和戸１０８８－１ 

⑦  敷島出張所 甲斐市島上条３５０－５ 

⑧  玉穂出張所 中央市成島２３８４－１ 

⑨  中道出張所 甲府市右左口町３１８７ 

⑩  武田出張所 甲府市屋形３－７－１７ 

⑪  湯村出張所 甲府市湯村３－３－３８ 

⑫  宮本出張所 甲府市猪狩町４２６－１ 

⑬  貢川出張所 甲府市富竹２－２－２７ 

 

４ 業務内容 

（１）前項３の各庁舎から排出される廃棄物（一般紙くず類等）及び資源物を

処理するものとする。 

（２）前項３の①の庁舎から排出される不燃物を処理するものとする。 

 

５ 廃棄物（一般紙くず類等）の推定排出量 

（１）前項３の①の庁舎から排出される廃棄物の１日の推定排出量約１５キロ

グラム 

（２）前項３の②の庁舎から排出される廃棄物の１日の推定排出量約１０キロ

グラム 

 



（３）前項３の③の庁舎から排出される廃棄物の１日の推定排出量約１３キロ

グラム 

（４）前項３の④～⑦の各庁舎から排出される廃棄物の１日の推定排出量各庁

舎当たり約６キログラム（合計 約２４キログラム） 

（５）前項３の⑧～⑬の各庁舎から排出される廃棄物の１日の推定排出量各庁

舎当たり約３キログラム（合計 約１８キログラム） 

 

６ 不燃物・資源物の推定排出量及び資源物の取扱い 

（１）前項３の①の庁舎から排出される不燃物の１日の推定排出量約３キログ

ラム 

（２）前項３の各庁舎から排出される資源物の１日の合計推定排出量約１０キ

ログラム 

（３）資源物は他の排出物に附随して回収し、原則無償にて処理するものとす

る。 

 

７ 処理日 

週２回以上とするが、排出物が大量に排出された場合は速やかに処理するも

のとする。 

 

８ 業務の報告と確認 

  業務終了後、月毎に作業場所及び作業日を記した報告書を当本部に提出し、

確認を受けること。 

 

９ その他 

（１）前項５及び６の推計排出量は推計値であり、その量を保証するものでは

ないこと。 

（２）受託者は、当本部から委託された産業廃棄物を、受入れから処分の完了

まで、関係法令に基づき適正に管理する責任を負う。この間に発生した事

故は、その原因が当本部の責に帰すべき場合を除き、受託者が責任を負う

ものとする。 

（３）本仕様書に定めない疑義が生じた場合には、当消防本部と協議のうえ解

決するものとする。 

 

 

 

 

 


